
【 成年後見制度についてのお問い合わせ先 】 

 

 

    

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般的な相談 (例) 専門的な相談 （例） 

・成年後見制度の概要説明 

・成年後見制度のしくみ 

・支援が必要な方の状況の確認 

・成年後見制度利用の可否や申立て

手順などの相談 

・訴訟や遺産分割協議など法的対応が必要 

・虐待を受けている、又は疑いがあるなど対応が困難 

・身寄りのない人、家族関係が複雑、家族の同意が得られない 

・管理する財産が多い、借金が関係している 

・複数の専門職等関係団体からの支援が必要 

各市町担当部署名 連絡先 

福井市役所   地域包括ケア推進課 TEL 0776-20-5400 / FAX 0776-20-5426 

障がい福祉課 TEL 0776-20-5435 / ＦＡＸ 0776-20-5407 

勝山市役所   健康体育課 TEL 077９-８７-０９00 / FAX 077９-８７-３５２２ 

           福祉児童課 TEL 077９-８７-０７７７ / FAX 077９-８７-３５２２ 

鯖江市役所   長寿福祉課 TEL 077８-５３-２２６５ / FAX 077８-５１-８１５７ 

           社会福祉課 TEL 077８-５３-２２１７ / FAX 0778-42-5094  

永平寺町役場  福祉保健課 TEL 0776-６１-３９２０ / FAX 0776-６１-３４６４ 

           地域包括支援センター TEL 0776-６１-６１６６ / FAX 0776-６１-６１６７ 

池田町役場    保健福祉課 TEL 077８-４４-８０00 / FAX 077８-４４-８００９ 

南越前町役場  保健福祉課 TEL 077８-４７-８００７ / FAX 077８-４７-３６０５ 

越前町役場   地域包括支援センター・障がい生活課 TEL 0778-34-8729 / FAX 0778-34-1235 
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一般的な相談 
（一次相談窓口） 

地域包括支援センター 

居宅介護支援事業所等 

市役所、町役場 

障がい者相談支援事業所等

等 

社会福祉協議会 

ふくい嶺北 

成年後見センター 

専門的な相談 
（二次相談窓口） 

※成年後見センターに直接連絡もできますが、その場合は行政と連携して支援していきます 

医療機関、施設等 


